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伊勢湾の物質循環に関する一考察＊

新 家 淳 治＊＊・西 中 隆 道＊＊

キーワード ①伊勢湾 ②貧酸素化 ③エスチュアリー循環 ④外洋混合水 ⑤中層進入

⑥物質循環

要 旨

伊勢湾では，春季から夏季において，エスチュアリー循環により外洋水と湾口水の混合

水が湾内中層に進入し，下層での貧酸素水塊の発生を助長すると言われている。三重県水

産研究所が公表しているデータを用いて，湾奥，湾央および湾口における上層，中層およ

び下層の Chl.a，塩分および DOの変化を考察した。春季から夏季において湾央の中層で

Chl.a濃度が上層よりも高値である場合が見られ，また，湾口では外洋水が鉛直混合して

いると推察された。湾内の物質循環については�次元的把握が重要と考えられた。

1. は じ め に

日本南岸に面する伊勢湾(三河湾を含まない。)

は，水域面積1,738km2，平均水深約20m，海水

容積339億 m3 の規模を持つわが国最大級の内湾

である。湾底の中央域が盆状で，幅約20kmの狭

い湾口部に島嶼が存在することから，外海との海

水交換が少なく，汚濁物質が蓄積しやすい閉鎖性

の海域となっている1)。さらに，伊勢湾の特徴と

して，木曽川，長良川および揖斐川のいわゆる木

曽三川が北部に集中し，その年間の総流入量は湾

容積の約�割に達する2)。

伊勢湾では水質環境基準を達成することを目標

として，水質総量規制により陸域からの汚濁負荷

の削減が実施されている。三重県では，化学的酸

素要求量(COD)の排出削減が1979年度から実施

(第�次総量規制)され，全窒素・全リンの排出削

減が1999年度から実施(第�次総量規制)されてお

り，伊勢湾に排出される汚濁負荷量は，2009年度

までに，削減開始時実績の51％(COD)，83％(全

窒素)，59％(全リン)に削減された3)。2012年�

月に第�次総量削減計画が策定され，対策が継続

されている。総量規制の効果により，伊勢湾の水

質は，削減開始時から比べると規制水質項目の濃

度は低下し，改善されてきた。しかし，近年の地

先海域，湾央および湾口での CODの経年変化は

横ばいまたは微増傾向である1,4,5)。

また，伊勢湾は平均水深が約20m と浅く，植

物プランクトンの死骸などが海底に沈積し，底質

の有機汚濁化が進行すると考えられている。底質

の有機物が細菌によって分解されることで酸素が

消費され，暖候期に海水の温度成層化が進み，下

層に貧酸素水塊が形成される。さらに，エスチュ

アリー循環により湾口水と外洋水の混合水(外洋

混合水)が湾内の中層から下層に進入し，進入層

の下部で貧酸素水塊の生成が助長されるといわれ

ている6,7)。

筆者らはこれまで，水質汚濁防止法に基づく公

共用水域常時監視結果や総量規制の効果を見るた

めに環境省が実施している伊勢湾広域総合水質調

査結果を用いて伊勢湾の水質を解析してきた4,5)。
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これらの調査は，上層調査が主(伊勢湾広域総合

水質調査では下層も調査)であるため，伊勢湾の

水質の鉛直方向の変化は把握していない。そこ

で，本研究は，三重県水産研究所が公表している

浅海定線調査結果の海深別データを用いて，外洋

水の湾内進入に関連し湾内での物質循環につい

て，鉛直方向の変化も加味して考察したので報告

する。

2. 使用データ

1) 三重県水産研究所が公表している伊勢湾浅

海定線調査結果を利用した。

2) 対象とした観測点は図 1 に示す St.�(湾

奥)，St.�(湾奥と湾央の中間)，St. 10(湾央)，

St. 11(湾央)，St. 15(湾央と湾口の中間)および

St. 18(湾口)である。

3) それぞれの地点において，水深�m(上層)，

同 10m (中層)および同 (b−�)m (下層) (b：

bottomの意)のデータを用いた。

4) 解析に用いたデータ期間，水質項目「クロ

ロフィル a (Chl.a)，塩分および溶存酸素

(DO)」および評価に用いたデータ種を表 1に，

また，それぞれの観測点での平均海深を表 2に

示した。

3. 結 果

図 2に各観測点での Chl.a，塩分および DOの

月別変化を示した。本図から，各観測点での変化

は次のとおりであった。

(1) St. 2 (湾奥)

保存的変化項目である塩分の月別平均値の範囲

は，上層で22.8〜30.9(PSU)，中層で31.7〜32.5

(同)，下層で32.7〜33.0(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で1.0〜8.1

(μgL−1)，中層で0.29〜3.1(同)，下層で0.20〜

4.1(同)であった。

DO の月別平均値の範囲は，上層で7.2〜11

(mgL−1)，中 層 で 2.6〜8.6 (同)，下 層 で

1.0〜7.6(同)であった。下層で貧酸素化(DO�

mg/L未満)が�月に認められた。

(2) St. 5 (湾奥と湾央の中間)

塩分の月別平均値の範囲は，上層で22.3〜32.1

(PSU)，中層で30.8〜32.2 (同)，下層で32.3〜

33.0(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で0.44〜12

(μgL−1)，中層で0.51〜5.9(同)，下層で0.13〜

10(同)であった。

DO の月別平均値の範囲は，上層で6.5〜11

(mgL−1)，中層で4.3〜9.5 (同)，下層で1.2〜

7.7(同)であった。下層で夏〜秋季(�〜10月)に

貧酸素化が認められた。

(3) St. 10(湾央)

塩分の月別平均値の範囲は，上層で24.4〜32.4

(PSU)，中層で30.2〜32.6 (同)，下層で32.5〜

33.3(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で0.55〜

4.1 (μgL−1)，中 層 で 0.63〜2.8 (同)，下 層 で

0.15〜1.8(同)であった．

DO の月別平均値の範囲は，上層で6.8〜10

(mgL−1)，中層で4.9〜9.7(同)，下層で0.23〜

8.4(同)であった。下層で夏〜秋季(�〜10月)に

貧酸素化が認められた。

(4) St. 11(湾央)

塩分の月別平均値の範囲は，上層で24.6〜32.3
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図 1 伊勢湾浅海定線調査における対象観測点
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表 1 伊勢湾浅海定線観測結果からの使用データ

データ期間

2011〜2013年

25 32 36 21 57

St. 5 St. 10 St. 11 St. 15 St. 18

表 2 伊勢湾浅海定線観測中の対象観測点の平均海深(m)

St. 2

24
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図 2 伊勢湾浅海定線調査における対象観測点の塩分，Chl.aおよび DOの月変化

(上層：■，中層：▲，下層：×)



(PSU)，中層で30.6〜32.5 (同)，下層で32.8〜

33.5(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で0.54〜

5.9 (μgL−1)，中 層 で 0.48〜4.0 (同)，下 層 で

0.10〜2.2(同)であった。

DO の月別平均値の範囲は，上層で6.2〜9.5

(mgL−1)，中層で5.1〜9.5(同)，下層で0.84〜

8.2(同)であった。下層で夏季(�〜�月)に貧酸

素化が認められた。

(5) St. 15(湾央と湾口の中間)

塩分の月別平均値の範囲は，上層で29.7〜33.0

(PSU)，中層で32.1〜33.0 (同)，下層で32.6〜

33.4(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で0.40〜

2.0 (μgL−1)，中 層 で 0.71〜4.3 (同)，下 層 で

0.39〜2.6(同)であった。

DO の月別平均値の範囲は，上層で6.6〜8.9

(mgL−1)，中層で4.9〜8.9 (同)，下層で4.2〜

8.7(同)であった。下層での貧酸素化は認められ

なかった。

(6) St. 18(湾口)

塩分の月別平均値の範囲は，上層で27.6〜33.3

(PSU)，中層で31.0〜33.4 (同)，下層で33.3〜

33.8(同)であった。

Chl.a の月別平均値の範囲は，上層で0.67〜

2.4 (μgL−1)，中 層 で 0.66〜2.7 (同)，下 層 で

0.47〜1.7(同)であった。

DO の月別平均値の範囲は，上層で6.2〜8.7

(mgL−1)，中層で5.6〜8.6 (同)，下層で5.0〜

8.0(同)であった。下層での貧酸素化は認められ

なかった。

4. 考 察

図 2において，St.�で春〜夏〜秋季(�〜11月)

の上層では保存的変化項目である塩分が

22.8〜29.7(PSU)と他層に比べ著しく低値であ

り，河川水の影響を強く受けていると考えられ

る。同様に，St.�でも上層で塩分が春〜夏〜秋

季(�〜10月)では22.3〜28.4(PSU)と他層に比べ

著しく低値であり，河川水の影響を強く受けてい

ると考えられる。St. 10において，夏季(�〜�

月)の上層では塩分が24.4〜29.4(PSU)と他層に

比べ低値であり，河川水の影響が及んでいると考

えられる。St. 11においても夏季(�〜�月)の上

層では塩分が24.6〜28.9(PSU)と，St. 10と同様

に他層に比べ低値であり，河川水の影響が及んで

いると考えられる。St. 15では夏季(�〜�月)に

上層の塩分が29.7〜30.3(PSU)と他層に比べ少し

低値であったが，St.�〜St. 11に比べ通年での

上・中・下層の深度別差異は少なかった。また，

St. 18においても夏季(�および�月)に上層の塩

分が29.4および27.6(PSU)と，St. 15と同様に他

層に比べ少し低値であったが，St.�〜St. 11に比

べ通年での上・中・下層の深度別差異は少なかっ

た。

笠井ら6)によれば，伊勢湾は湾口部の伊良湖水

道の地形が複雑で狭いため潮流が速く，海水は混

合される。これがエスチュアリー循環と相まっ

て，上層の軽い海水と下層から流入しようとする

重い外洋水が混合しながら進入するとされてい

る。今回，St. 15および St. 18では通年で上層から

下層まで塩分濃度差が少ないことは，海水の鉛直

混合が行われているという上記笠井らの報告6)と

調和的である。

図 2 の Chl.a について，St.�において，春〜

夏〜秋季(�〜10月)の上層では4.2〜8.1(μgL−1)

と他層に比べ圧倒的に高値であり，陸域からの栄

養塩供給によるものと推察される。冬季では数値

の差はあるものの上・中・下層とも特徴的な差異

は無く，すなわち，深度別による差異は少なく，

温度成層が解消され鉛直混合が起きていると推察

される。St.�の Chl.a について，�月では下層

が10(μgL−1)と他層に比べ圧倒的に高値であっ

た。春季(�〜�月)では中層が2.0〜5.9(同)と他

層に比べ圧倒的に高値であった。夏季(�〜�月)

では上層が1.2〜12(μgL−1)と他層に比べ圧倒的

に高値であった。これは，外洋混合水の進入深度

について，冬季は下層進入，春〜夏〜秋季におい

ては中層進入とされており7)，外洋混合水中の

Chl.aが下層〜中層へ進入したと考えられた。St.

10の Chl.aについて，春季(�〜�月)の中層では

2.0〜2.8，平均2.4(μgL−1)と他層よりも大きく，

�月と�月では両月とも上層が4.1(同)と最も大

きかった。秋〜冬季(10〜�月)では値の差はある

ものの上・中・下層とも特徴的な差違はなかった。

これは，春季は外洋混合水が中層に進入し Chl.a
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の中層極大が存在し，夏季は上層の河川水の影響

により上層で高値の Chl.aが出現するものと推察

された。秋〜冬季では温度成層が解消され鉛直混

合が起きていると推察された。St. 11の Chl.a に

ついても，St. 10と同様に，春季(�〜�月)の中

層が他層よりも大きく，�月では上層がもっとも

大きく，秋〜冬季(10〜�月)では値の差はあるも

のの上・中・下層とも特徴的な差違はなかった。

春季は外洋混合水が中層に進入し Chl.aの中層極

大が存在し，夏季は上層の河川水の影響により上

層で高値の Chl.a が出現するものと推察された。

秋〜冬季では温度成層が解消され鉛直混合が起き

ていると推察された。St. 15の Chl.a について，

中層での�月のみ高値(4.3(μgL−1))であったが，

それ以外は通年で大きな深度別差異はなかった。

また，St. 18においても通年で大きな深度別差異

はなかった。これは，先述した笠井らの報告6)に

よる外洋水との鉛直混合が通年で生じていたと推

察される。

以上のことから，塩分と Chl.aの変化を見る限

り，伊勢湾における河川水の影響は湾央あたりま

でと考えられ，陸域からの汚濁負荷影響は湾央付

近までと推察された。

図 2 の DO について，St.�で�月に，St.�お

よび10で夏〜秋季(�〜10月)に，St. 11で夏季(�

〜�月)にそれぞれ下層で貧酸素化していた。St.

15および18の DO は湾奥〜湾央の地点に比べ通

年で深度別差は少なく，下層での貧酸素化もな

かった。このことは，湾央付近を中心に下層で夏

季に貧酸素化が生じており，湾口付近では塩分や

Chl.aの変化で考察したように通年で鉛直混合が

生じているため酸素が下層にまで供給されている

と推察される。また，湾口で外洋水と鉛直混合さ

れて下層から栄養塩が供給され，その混合水が湾

央に進入するまでの過程で植物プランクトンが生

産され，湾央に中層進入すると考えられる。進入

水中の植物プランクトンは死骸となって海底へ沈

積し，進入水よりも下層の海水は孤立化すること

により貧酸素化が助長されると思われる。

筆者はこれまで，三重県による水質汚濁防止法

に基づく公共用水域常時監視結果や総量規制の効

果を見るために環境省が実施している伊勢湾広域

総合水質調査結果を用いて伊勢湾の水質を解析し

てきた4,5)。それによれば，近年，伊勢湾の透明

度の経年変化が上昇しているにもかかわらず，地

先海域や湾央・湾口で表層の CODの経年変化は

横ばいまたは微増1,4,5)であった。これは，粒状態

CODが減少(透明度上昇)しているにもかかわら

ず，全 CODは横ばいまたは微増ということを意

味している。すなわち，溶存態 COD(D-COD)が

増加していると考えられる。また，藤原8)も内湾

で溶存態有機物が増加していることを述べてい

る。D-CODの供給源としては，外洋水が湾口域

から進入する際に，鉛直混合により下層の汚濁成

分が上層に供給されること，さらには，この外洋

混合水がエスチャリー循環における上層流の補償

流として湾央から湾奥の中層〜下層に進入するこ

とで，下層の貧酸素化した状況での底泥から溶出

した汚濁成分を上層へ輸送することが考えられ

る。

総量規制により伊勢湾への陸域からの汚濁負荷

は削減されており，相対的に，上述のような底泥

からの汚濁寄与が顕在化してきたものと考えられ

る。

伊勢湾の水質を改善するためには，上層や下層

の平面的な水質状況を把握するだけでなく，上層

と下層をつなぐ中間での状況を把握すること，す

なわち，水質の状況を水平方向だけでなく鉛直方

向にも把握し，物質循環を考察することが重要と

考えられる。

今後は，中層〜下層に進入する外洋混合水中の

Chl.a の量的評価および上層での COD横ばい・

微増の原因が D-COD増加であることの検証を行

いたい。

5. ま と め

伊勢湾の水質の変化を�次元的に把握する目的

で，三重県水産研究所が公表している浅海定線調

査結果のうち，2011〜2013年の年平均値を用い

て，外洋混合水の湾内進入に関連し，湾内での物

質循環ついて考察した。すなわち，伊勢湾の湾奥

〜湾央〜湾口の�観測点において上層・中層・下

層の Chl.a，塩分および DOについて解析した。

その結果，Chl.aおよび塩分の変化を見る限り，

陸域からの影響は湾央付近まで及んでおり，DO

の変化も含めて考えると湾口では外洋水との鉛直
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混合が生じていると考えられた。また，夏季に湾

央を中心に貧酸素化していた。水質項目の観測点

別および深度別変化から，湾口での外洋混合水が

エスチュアリー循環により中層から下層に進入す

ると考えられた。すなわち，湾口における外洋水

との鉛直混合により外洋混合水が生成され，ま

た，エスチュアリー循環における上層流の補償流

として外洋混合水が中層〜下層に進入することに

より底泥からの汚濁物質を上層へ輸送すると考え

られた。

なお，本研究の一部は第49回日本水環境学会年

会(2015.3.16〜18，金沢市)で発表した9)。
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